
町外在住者用 

一時保育のご案内 
 
西ノ島町の保育施設では一時保育事業を実施しています。一時保育とは保育園等に通

っていない児童等が保護者の希望により一時的に保育する事業です。 

 

１．対象児童  就学前の乳幼児 

 

２．保育時間  ７：４５～１８：００の間 

 

３．利用料金  ３０分につき１００円（給食が必要な場合は１回４００円） 

 

４．利用される方へのお願い 

①初めての利用と事前面談について  

町外の方で一時保育を利用したい場合は、西ノ島町役場 健康福祉課へご連絡くだ

さい。西ノ島町で利用する場合の状況について、確認させていただきます。 

【保育園事前面談】 

お子さまの状況を把握するために、初回のご利用前に事前面談をさせていただきま

す。アレルギーの有無の確認や保育に必要なことの確認などをさせていただきます。 

  面談の際には、お子さまの「母子手帳」をお持ちください。 

②利用申込書について 

  一時保育利用申込書を利用保育施設に提出してください。 

③ならし保育について 

必要に応じてならし保育を行います。（お子さまの状況により日数は異なります。） 

④体調不良時について 

  体調不良時には、お預かりできません。また保育中に発熱など体調が悪くなる様

子がありましたらご連絡しますのでお迎えをお願いします。 

⑤その他 

  保育施設の行事、職員体制の都合でお預かりできない場合もありますので、ご了承

ください。 

 

５．緊急保育について 

緊急に家庭保育が困難となった場合は、その当日であっても利用を申し込むことが

できます。 

 

６．お子さまの持ち物 

  園ごとで異なるため、面談時に各保育施設にてご確認ください。 

 

７．問い合わせ先 

  西ノ島町役場 健康福祉課  TEL：08514-6-0104 

 


